
〔事業の重点目標〕

〔事業の重点課題〕

　  ①日常生活支援事業とひとり親家庭等生活支援事業等の充実と周知徹底に努めよう

　　②親の自立と子どもの健全育成、学習支援の拡充に努めよう

　　④賛助会員の加入促進に努めよう

　　⑤男女共同参画社会の推進に努めよう

　　⑥環境に配慮した活動を推進しよう

目指そう！自立、活かそう！支援策　（母子に関するテーマ）

〔事業内容〕

１ 諸会議・大会の開催

（１）会務の運営、予算等の審議と執行のため次の会議を開催

開 催 時 期  会　　場 備   考

平成２８年５月２９日（日）
平成２９年３月１９日（日）

倉吉市上井公民館
倉吉市上井公民館

その他必
要と認める
とき

平成２８年５月８日（日）
平成２８年５月２９日（日）
平成２９年３月５日（日）

倉吉市上井公民館
倉吉市上井公民館
倉吉市上井公民館

その他必
要と認める
とき

平成２８年５月２日(月）
随時

鳥取県立福祉人材研修センター

平成２８年５月２日(月） 鳥取県立福祉人材研修センター

（２）第６６回鳥取県母子寡婦福祉研修大会開催　　

　　平成２８年７月２４日（日）　（２３日前日準備）

　　米子コンベンションセンター　多目的ホール　（鳥取県米子市末広町294）

平成２８年度　事業計画 

一般社団法人鳥取県母子寡婦福祉連合会

　地域と共生  守
まも

ろう、こどもの未来
みらい

  　生活基盤の充実を図るため、就労支援と優先雇用

　　地域と共に歩み、子育て支援の理解と協力

正副理事長会

　　③地域交流で母子家庭の母、父子家庭の父及び寡婦等の会員増強に努めよう

理事会

平成２８年度全国統一活動テーマ

母子と寡婦　明日へつなぐ世代の輪　（母子・寡婦に共通するテーマ）

会 の 名 称

社員総会

監  事  会





開 催 時 期  会　　場 備   考

５月１４日（土）
平成２９年３月４日（土）

きゅりあん 理事長

５月２１日（土）
平成２９年３月１１日（土）

きゅりあん

５月１３日（金） 愛媛県 事務局

６月５日（日） 愛媛県 理事長

９月２４（土）・２５日（日）
ひめぎんホール
（愛媛県松山市）

１０月２２（土）・２３日（日） 佐賀市文化会館 理事長

平成２９年３月１２日（日） アワーズイン阪急

（２）予算対策運動の実施　　（２９年度予算要望）

要望先：県知事、県議会(各会派）

開 催 時 期（仮）  会　　場（仮） 備   考

①６月１９日（日）
②１１月２６日（土）

①倉吉市上井公民館
②倉吉市上井公民館

７月２４日（日）
米子コンベンションセン
ター多目的ホール

７/２３
前日準備

①６月２５日（土）
②１１月６日（日）

①各郡市町母子部長会
②研修会（鳥取市内）

①７月１８日（月）
②１２月～１月

①倉吉市社公民館
②東部・中部・西部

東・中・西部で開催　 東・中・西部で開催

平成２９年１月２２日（日） 倉吉市上井公民館  

冬休み・春休み 東・中・西部

①９月２４日（土）・２５日（日）、２６日
（月）
②１０月２２日（土）・２３日（日）

①中国四国研修大会に参
加・徳島県
②全国大会に参加

８月21日（日） 鳴り石の浜、船上山 共募助成

親子ふれあい交流事業
①焼き物の絵付け
②パン作り

子育て支援事業

地域交流事業

就労促進情報関係者連絡会議並びに全国
母子寡婦指導者研修会（ＡＭ）
全国母子部長会議（ＰＭ）

全母子協
評議員会

ひとり親家庭研修会

研修会名

第６６回鳥取県母子寡婦福祉研修
大会

県外視察研修

（１）事業日程

中国・四国ブロック母子部長
会議

全母子協
理事会

幹部研修会

（１）全国・ブロック関係会議の開催・出席

２ 関連諸会議の開催・出席と組織活動の推進

３ ひとり親家庭等生活支援事業等の実施

会の名称

中国・四国ブロック母子寡婦福祉研修大会
打合せ会議

海岸線ふるさと探訪事業

ひとり親家庭推進員（ライフサポー
ター）任命式及び研修会

全国母子寡婦福祉研修大会

平成２８年度中国・四国地区母子寡婦福祉
研修大会



１２月１０日（土）・１７日（土） 倉吉市上井公民館予定家庭生活支援員養成研修会



　　（ア）生活援助（家事・介護等日常生活）

　　（イ）子育て支援（保育サービス等）

④ひとり親家庭等情報提供事業　（県委託事業）

⑤ひとり親家庭福祉推進員（ライフサポーター）設置事業　（県補助事業）

　ひとり親家庭等支援施策の概要や相談窓口、研修や相談会などの情報をホームページまたは携帯サイト
に掲載し、管理及び運営を行う。また、メールマガジンを配信し、ひとり親家庭等に役立つ情報を提供する。
その他、メールによる相談を受けつけ、情報を提供し、場合によっては福祉事務所等適切な相談窓口を紹介
する。

　　　日常生活支援事業の支援体制を強化するため、並びに家庭生活支援員の養成及び資質向上の
　　　ための研修を実施する。生活援助と子育て支援の両方に対応できるカリキュラムとする。

②家庭生活支援員養成研修事業　（県委託事業）

①ひとり親家庭等日常生活支援事業　（県委託事業）　

③ひとり親家庭等就業支援講習会事業　（県委託事業）　

　　家庭生活支援員   ・生活援助は、訪問介護員（ホームヘルパー）３級以上の資格を有する者
　　　　　　　　　　 　　  ・ 子育て支援は、一定の研修を修了した者又は保育士として登録されている者
　　　　　　　　　　 　　  ・ 家庭生活支援員養成研修の全日程を終了された方

　　ひとり親家庭等からの相談を受け、必要に応じて母子自立支援員や市町村等関係機関へ引継ぐ。また、
ひとり親家庭等の福祉について、母子福祉等の知識を学び、地域社会の認識と理解を深めるため関係団体
との連携を図り、普及啓発に努める。

　（ウ）　リーダー養成事業

　（エ）　地域交流事業

　（オ）　普及・啓発事業

　講習会会場での託児サービスをあわせて実施し、受講しやすい環境づくりも行っている。

　初級：基礎知識としてワードとエクセルの基本的な操作方法等の講座

　（カ）　子育て支援事業

⑥ひとり親家庭等生活支援事業　（県補助事業）

　　母子家庭、父子家庭及び寡婦の生活基盤の一層の安定並びにひとり親家庭等の福祉向上を図ることを
目的とする。

　パソコン講座を開講することにより、知識技能を習得し、ひとり親家庭の自立支援を行う。講習会は初級と中
級（資格取得のため）があり、東・中・西部地区にて開催する。
　講習会は、パソコン技術とともに就労に関する説明や情報等も盛り込んで、就労のための講座となってい
る。

　（ア）　研究集会開催事業

　（イ）　ふれあい交流事業

　中級：コンピューターサービス技能評価試験（ＣＳ検定）取得のための講座

　　母子家庭、父子家庭及び寡婦が、修学等の自立促進に必要な事由や疾病等の事由により、一時的に生
活援助、保育サービスが必要な場合、又は生活環境等に激変により、日常生活を営むのに支障が生じてい
る場合に、家庭生活支援員を派遣するなど母子家庭等の生活の安定を図ることを目的とする。

（２）県委託・補助事業等の概要



　　　　鳴り石の浜、船上山に行き、歴史学習や伝説・昔話等の話を専門家のガイドから聞き、親子で共に地元

　　　　地域について学ぶ機会とする。

・鳥取県立福祉人材研修センター（鳥取市伏野）　１階　１台設置

・エキパル倉吉（倉吉市上井）　２台設置

・ホリウチ、ハナビシ、セルフ

・母子寡婦福祉手帳頒布

（3)母子部組織の基盤づくり

　　　若い会員の活動の場として母子部会を開催し、情報交換や研修会等に参加することにより

　　　人材育成や資質の向上を図ることを目的とする。

　　　・各郡市町母子会に母子部の設置

　　　・母子部会の開催　　年２回程度　（ひとり親家庭等研修会等）

（4）組織の基盤強化

　　　　・会員の加入促進

　　　　　正会員の加入促進及び賛助会員の新規加入促進を積極的に行い、財政基盤を図る。

⑦海岸線ふるさと探訪事業　（共同募金助成事業）

（２）物資斡旋　　

４　組織の基盤強化と財政確保
（１）自動販売機設置


